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連合北海道札幌地区連合会／さっぽろ 労働相談センター 
札幌圏雇用センサス  ２０１１年２月の相談状況 

「去るも地獄、残るも地獄の雇用環境」 
 
１．労働相談の概況について 
 （１）相談件数について 参照資料－１ 「２０１１年２月 月別労働相談処理状況」 
             参照資料－２ 「２０１１年 雇用形態別 相談者数 月別集計」 
                    「２０１１年 雇用形態別 相談件数 月別集計」 
             参照資料－３ 「２０１１年２月相談者数（雇用形態別・男女別、業種別）処理内容」 

 
相談者数は４４人、相談件数は７４件となりました。対昨年同月比では－４３人・－７８件となりまし

た。一人当たりの相談件数では１．６８件となり昨年同月を０．０７ポイント下回っています。 
対前月比では－１人・－１４件となり一人当たりの件数は－０．２８ポイントとなっています。 

     
 

【相談者数・相談件数・一人当たり相談項目数の比較】 
年 

項目       
相談者（人） 相談件数（件） 一人当たり相談件数（件） 

２０１１年 ２月 ４４人 ７４件 １．６８件 
２０１０年 ２月 ８７人 １５２件 １．７５件 
２０１１年 １月 ４５人 ８８件 １．９６件 

 
 （２）雇用形態別相談者数及び件数について  
              参照資料－２ 「２０１１年 雇用形態別 相談者数 月別集計」 
                     「２０１１年 雇用形態別 相談件数 月別集計」 
              参照資料－４ 「２０１１年２月 相談件数（雇用形態別・相談項目別） 
 

相談者数４４人の内訳は、社員１９、期限付雇用契約者（契約・パートタイマー・臨時・嘱託・季 
節・派遣）２３人、不明２人となっており、男女比では男性２３人・女性２１人となっています。 
相談件数の内訳では、社員３２件、期限付雇用契約者（契約・パートタイマー・臨時・嘱託・季節・ 

派遣）４０件、不明２件となっています。男女比では男性４２件、女性３２件となっています。 
 

【雇用形態別 相談者数（人）】 
 社員 契約 パート 臨時 嘱託 季節 派遣 不明 合計 
男 １４ ３ ２ ２ １ ０ １ ０ ２３ 
女 ５ １ １３ ０ ０ ０ ０ ２ ２１ 
計 １９ ４ １５ ２ １ ０ １ ２ ４４ 

 
【雇用形態別 相談件数（各上段）と一人当たり相談件数（各下段）】 

 社員 契約 パート 臨時 嘱託 季節 派遣 不明 合計 
25 5 3 2 3 0 4 0 42 

男 
1.76 1.67 1.50 1.00 3.00 0.00 4.00 0.00 1.83 

7 1 22 0 0 0 0 2 32 
女 

1.40 1.00 1.69 0 0.00 0.00 0.00 1.00 1.52 
32 6 25 2 3 0 4 2 74 

計 
1.68 1.50 1.67 1.00 3.00 0.00 4.00 1.00 1.68 
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一人当たりの件数では、社員１．６８件、期限付雇用契約者（契約・パートタイマー・臨時・嘱託・季 
節・派遣）１．７４件となっています。男女比では男性１．８３件、女性１．５２件となっています。 
 相談者数は男女ほぼ同一ですが、相談件数は男性が多く一人当たりの相談件数では男性が女性を 0.31
ポイント上回りました。雇用形態別では正社員からの相談は男性に、パートタイマーからの相談は女性に

集中しています。 
 
（３）業種別相談状況について   参照資料－５「２０１１年 業種別 相談者数 月別集計」 

                    「２０１１年 業種別 相談件数 月別集計」 
業種別相談状況による相談者数と相談件数の分布は次の通りです。 
 

「卸・小売業・飲食店」  １１人（相談件数１７件 １．５５件／一人） 
「陸運・倉庫業」     ５人（   同１０件 ２．００件／一人） 
「建設・設計・重機業」  ５人（   同１０件 ２．００件／一人） 
「製造業」        ４人（   同 ９件 ２．２５件／一人） 
「医療・福祉・医薬品業」 ２人（   同 ５件 ２．５０件／一人） 
「通信・報道・ＩＴ業」   ２人（   同 ３件 １．５０件／一人） 
「交通業」        ２人（   同 ３件 １．５０件／一人） 
「その他サービス業」    ２人（   同 ２件 １．００件／一人） 
「ビル管理業」      ２人（   同 ２件 １．００件／一人） 
「食品加工業」      １人（   同 ２件 ２．００件／一人） 
「農林漁業・協同組合」   １人（   同 ２件 ２．００件／一人） 
「会計行政法律事務所」  １人（   同 ２件 ２．００件／一人） 
「金融保険・不動産業」  １人（   同 ２件 ２．００件／一人） 
「労働者派遣業」     １人（   同 ２件 ２．００件／一人） 
「公務・公共サービス」  １人（   同 ２件 ２．００件／一人） 
「商品斡旋・リース業」  １人（   同 ０件 ０．００件／一人） 
「分類不能」       ２人（   同 ２件 １．００件／一人） 

 
相談者数では、「卸・小売業・飲食店」が突出し、「陸運・倉庫業」「建設・設計・重機業」「製造業」に

相談が集中しています。この４業種も含めて２０分類中１７分類の業種から相談がよせられています。一

人当たりの相談件数でも、相談者数の多い「陸運・倉庫業」「建設・設計・重機業」「製造業」と「医療・

福祉・医薬品業」が２．００以上の数値となっています。 
 

（４）相談内容について   
              参照資料－４ 「２０１１年２月 相談件数（雇用形態別・相談項目別） 
              参照資料－６ 「２０１１年 主相談項目別 相談者数 月別集計」 
              参照資料－７ 「２０１１年 相談項目別 相談件数 月別集計」 

 
相談者数及び相談件数共に、賃金関係、雇用関係及び労働契約関係で半数以上の数値に達しています。 
それぞれの内訳を検証すると、賃金関係では月例賃金未払い・控除、雇用関係では解雇・退職強要・契約

打切、労働契約関係では就業規則・雇用契約に相談が集中しています。 
相談事例と併せて検証した場合、「社員」と「パート」の解雇問題から多数の相談に派生していることが明

らかです。 
 
① 相談内容の相談者数と相談件数の分布は以下の通りです。 
  賃金関係       １３人   １７件 
  雇用関係        ９人   １５件 
  労働契約関係      ７人   １３件 
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  経営問題・労務管理関連 ３人    ８件 
  労働組合関係      ３人    ３件 
  労働時間関係      ３人    ７件 
  退職関係        ２人    ４件 
  保険・税関係      １人    ２件 
  安全衛生        １人    ３件 
  その他         ２人    ２件 

          合 計    ４４人   ７４件 
 
    ② 相談内容と雇用形態の内容を検証すると下表のように分布しています。 

社員 契約 パート 臨時 嘱託 季節 派遣 不明 合計 雇用形態 
 
相談内容 別相談件数 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 

賃金関係 4 4 0 0 1 5 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 8 9 
雇用関係 5 0 1 1 0 6 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 8 7 
労働契約関係 6 2 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 6 
経営問題・労務管理 2 0 1 0 1 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 3 
労働組合関係 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 
労働時間関係 3 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 
退職関係 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 1 
保険・税関係 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 
安全衛生 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 
その他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 

25 7 5 1 3 22 2 0 3 0 0 0 4 0 0 2 42 32 
合   計 

32 6 25 2 3 0 4 2 74 
 
 （５）違法件数について    参照資料－２ 「２０１１年 雇用形態別 相談者数 月別集計」 
                       「２０１１年 雇用形態別 相談件数 月別集計」 
                参照資料－８「２０１０年 相談項目別違法件数 月別集計」 

４４名から寄せられた７４件の相談中、違法と判断される項目は３４件となっています。４５．９０％ 
が違法という状況です。違法とされる３４件の内訳は次の通りです。 
 

【項目別違法件数の分布】 
項  目 違法件数 違法率 全相談件数 

賃金関係 １４件 ８２．４％ １７件 
雇用関係 ３件 ０．１３％ １５件 
労働契約関係 ３件 ２３．０％ １３件 
経営問題・労務管理 ５件 ６２．５％ ８件 
労働組合関係 １件 ３３．３％ ３件 
労働時間関係 ３件 ４２．９％ ７件 
退職関係 ０件 ０．００％ ４件 
保険・税関係 １件 ５０．０％ ２件 
安全衛生 ３件 １００．０％ ３件 
その他 １件 ５０．０％ ２件 

総  数 ３４件 ４５．９０％ ７４件 
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２．２月の雇用情勢について 
 
２月の相談者数と相談件数は前月及び前年同月と比較し大幅に減少しました。また、違反率も４５．９

０％と昨年１月からの集計期間（１４ヶ月）のなかでは１２番目の低さになっています。 
この数的落ち着きに反して相談事案の内容は深刻の度合いを増しています。 
相談事例では「解雇・退職強要・契約打切り」を主たる事案にする内容が多く、派生する相談として月

例賃金の不払い、就業規則無視の解雇や就業規則の改悪及び退職強要となるパワハラなどを挙げられます。 
違反率がそれほど高くない中で、これら雇用関係の解約に関する相談が集中するということは、経営が

人員整理無しには成り立たない会社が増えていることを表しています。報道による経済業況では倒産件数

の減少や時期的・政策的特需を得た業種の予想以上の好況から、景気の緩やかな回復に期待ありと表現を

していますが、地場への好影響にはなっていないというのが実態です。 
職場の中では、会社生存のための人員整理が執行され、人員減となったまま更なる売り上げ増をノルマ

として長時間労働がやむを得ないものとされています。従って、相談電話に頼る時間もなく、心配をする

家族がたまらず当センターに電話するという地獄絵が、相談数・件数の減少の背景には存在します。 
安全衛生に関する違反率が１００％となっている現実からしても、職場の厳しさは相当なものと考えな

くてはいけません。労働組合を中心とした、命を守る取り組みが急がれます。 
 

以 上 


